
 業 務 等 委 託 契 約 書 

１ 委託業務名     千里丘北留守家庭児童育成室除草及び樹木剪定等業務 

２ 場    所     吹田市千里丘北１番３１号 吹田市立千里丘北留守家庭児童育成室 

３ 履 行 期 間    
令和  ４年  １１月  １日  か ら 

令和  ５年   ３月 ３１日  ま で 

４ 業務委託料     １７０，５００ 円 

（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

５ 契約の保証 

     □ 第３条第１項第２号   

    （契約保証金等の額は、業務委託料の１００分の５に相当する額以上とする。） 

    ■ 免 除（第３条は適用除外とする。） 

 

６ 適用除外条項   吹田市財務規則第１１５条第１項第７号による。 

 

 上記の委託業務について、発注者と受注者は、次の条項によって委託契約を締結し、信義に従って

誠実にこれを履行するものとする。 

この契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

令和  ４年  １１月  １日 

 

発注者   吹 田 市 

代 表 者    吹田市長  後藤 圭二      印 

 

受注者   所 在 地    大阪府吹田市青山台３丁目５２番２号 

    商号又は名称   株式会社春光園 

      代 表 者    代表取締役  戸川 貴一朗    ㊞ 

 

  

別添_回答NO.56の別紙



（総 則） 

第１条 受注者は、別冊の仕様書（以下「仕様書」という。）に基づき、頭書の業務委託料（以下「業

務委託料」という。）をもって、頭書の履行期間（以下「履行期間」という。）内に、頭書の委託業

務（以下「委託業務」という。）を完了しなければならない。 

２ 前項の仕様書に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働安全

衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならな

い。 

⑴ 契約保証金の納付  

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める

金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４

号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８の

額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただし、発

注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１９条

第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させては

ならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならな

い。 

２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発

注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を発注



者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市条例第

５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を、そ

れぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は下請負人との契約に

おいて、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受けてい

る者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１１月１３日

制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者を受任者又は下

請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は下請負

人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履行方

法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければなら

ない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認める

ときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又は報

告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することが

できる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者

が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了する

ことができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面により履

行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議して定める。 



 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負担す

るものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限りでな

い。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない場合

において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発注者は延

滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市規則

第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （報告及び業務委託料の請求） 

第１３条 受注者は、頭書の委託業務が完了したときは、発注者に対して書面で報告を行うとともに、

頭書の業務委託料の支払を請求するものとする。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 発注者は、前条の支払請求があったときは、その日から３０日以内に業務委託料を受注者に

支払わなければならない。 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は、一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の

催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経

過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この

限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこ

の契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められると

き。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す



る法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がなされなか

った場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法律第

４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除するこ

とができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又

はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表する者をい

う。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又

は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員を利

用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴

力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を

有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請け負わせようとするときの契約に当たり、そ

の契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者と契約

を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規定に

よるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了した部

分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議の上、契約を解除すること

ができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少したと

き。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至ったと

き。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 



第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したとき

は、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００分の１

０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条の２第４号

のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではない。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合におい

て、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  

 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５に相

当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務に

ついて履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５号）

の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第１５

４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第２２

５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が付さ

れているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は保険会社

から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超える場

合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではな

い。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者

は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧させ、複



写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、地震

等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 

第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則に定

めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 



吹田市立千里丘北留守家庭児童育成室除草及び樹木剪定等業務に係る仕様書 

 

 本仕様書は、発注者（吹田市）が受託者に吹田市立千里丘北留守家庭児童育成室除

草及び樹木剪定等業務を委託するに当たり、必要な事項を定めるものとする。なお、

本仕様書に記載されていない事項であっても、これに付随する業務として認められる

業務については、契約金額の範囲内で実施するものとする。 

 

１ 業務名   

吹田市立千里丘北留守家庭児童育成室除草及び樹木剪定等業務 

 

２ 業務場所   

千里丘北留守家庭児童育成室（吹田市千里丘北１番 31号） 

（植栽の場所は別紙１のとおり） 

          

３ 業務内容 

（１）除草業務 

11月と２月に千里丘北留守家庭児童育成室内の雑草の除草を行い、除草した

雑草等を敷地外に搬出し、処分を行う。 

（２）樹木剪定業務 

２月に千里丘北留守家庭児童育成室内の樹木の剪定を行い、剪定枝等を敷地

外に搬出し、処分を行う。 

 

４ 履行期間 

令和４年 11月１日（火）から令和５年３月 31日（金）までとする。 

 

５  提出物   

（１）業務完了報告書 

全ての作業が完了した際は、法人名などを記載した上で、業務完了後に提出

すること。 

（２）作業写真 

11月及び２月に作業を行った際は、着手時、作業中及び完成時に業務場所で

写真を撮影し、アルバムに貼付して提出すること。 

 

 



６ 遵守事項   

（１）請負業者は、業務中の安全管理などに十分注意を払い、発生した問題の解

決には誠意を持って対応すること。 

（２）作業中及び草木等搬出時は児童等の安全に十分注意すること。 

（３）作業中は、粉塵・騒音等が発生しないよう、十分注意すること。 

（４）作業が原因と認められる障害が発生した場合には、その復旧を最優先に行

うこと。 

 

７ その他 

   本仕様書に定めのない仕様等については、発注者と受注者が協議して定めるも

のとする。 

 

以 上 


